
 

地区計画ガイド 
 

⑥ 松 ヶ 枝 地 区  
 
 
＜地区計画の目標＞ 
 

松ヶ枝地区は、本市の中心市街地より北東約１.５km に位置する国道３７号沿道で
あり、軽工業及び流通、物品販売を中心とした沿道業務系の土地利用を図ることを目
的としています。 

 
 
＜土地利用の方針＞ 
 

国道３７号沿道地区であり、その地理的条件を活かし、背後の特別業務地区と調和
のとれた、沿道サービス業務関連施設の立地を進める地区とします。 

 

  



＜ 松 ヶ 枝 地 区 ＞  
地区計画区域内における建築物の制限内容 

地区の区分 
（計画図表示のとおり） 

沿道サービス業務地区 
（準工業地域） 

建 
 

 

築 
 

 

物 
 

 

等 
 

 

の 
 

 
制 

 
 

限 

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 
 
１．ホテル又は旅館 
２．キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホー

ルその他これらに類するもの 
３．劇場、映画館、演芸場又は観覧場 
４．学校 
５．病院 
６．住宅（同一敷地内にある建築物の管理人のための

専用住宅または併用住宅で、住宅部分の面積が当該
建築物の延床面積の合計の２分の１以下のものを除
く。） 

７．共同住宅、寄宿舎または下宿 
８．飲食店（飲食店の用途に供する部分の床面積の合

計が５００㎡以下のものを除く。） 
９．ボーリング場、スケート場又は水泳場 

１０．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これら
に類するもの 

１１．畜舎 
１２．次に掲げる事業を営む工場 

① 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 
② 骨炭その他動物質炭の製造 
③ 魚粉または魚粉を原料とする飼料の製造 
④ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 
⑤ 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻のひき割り

又は乾燥研磨 
⑥ 鉱物、岩⽯、土砂、硫⻩、⾦属、ガラス、れん

が又は陶磁器の粉砕で原動機を使用するもの 
⑦ 墨、懐炉灰又は練炭の製造 
 

備      考 用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び
同施行令の例による。 

看板・広告物については、北海道屋外広告物条例の適
用を受けます。 

 



 



松ヶ枝地区では、建築物の新築、増改築を行う前に、次
のような手続が必要となります。 

 
■届出が必要な行為 
 

１、建物の新築、増改築 
２、車庫、物置等の設置 
３、工作物の新築、改築 
４、土地の区画形質の変更 
５、土地の用途の変更 など 
 

■届出の方法 
 

・届出期限：工事着工の３０日前まで 
・届出窓口：都市住宅課都市計画係（届出用紙も用意してあります。） 
 

 
お問い合わせ先 

伊達市建設部都市住宅課都市計画係・建築係 
伊達市⿅島町２０番地１   電 話 ０１４２−８２−３２９４ 

ＦＡＸ      ２３−４４１４ 

工 事 着 手

最 大

３０日

建
 

築
 

主

 受 理
  ↓  （審査）
 確 認

都市住宅課

都市計画係

 受 理
  ↓  （審査）
 確 認

都市住宅課

建 築 係

①届出書提出

②届出書の写し

③建築確認申請（②添付）

④確認通知


